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１１３ 

令和５年度香芝市財政健全化及び経営健全化審査意見 

 

第１．審査の対象 

   令和５年度香芝市健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定基礎事項 

一般会計

一般会計等に属する

特別会計

水道事業会計 （法適用企業）

下水道事業会計 （法適用企業）

※財産区は、当該地方公共団体とは異なる法人格を持つ地方公共団体であるため、財産区財産特別会計を除く。

※香芝市土地開発公社が平成25年3月に解散したため、「地方公社・第三セクター」に該当する会計はない。

健全化判断比率等の対象

地
方
公
共
団
体

一般会計等

一般会計 実
質
赤
字

比
率

連
結
実
質

 
 

赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

特別会計

土地取得特別会計

地方公社・第三セクター ※該当なし

資
金
不
足

比
率

一部事務組合・広域連合

奈良県葛城地区清掃事務組合

香芝・王寺環境施設組合

奈良県広域消防組合

公営事業会計

土地取得特別会計
以外の特別会計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

公営企業会計

 

第２．審査の期間 

    令和６年８月１日から令和６年８月２３日まで 

第３．審査の方法 

    この審査にあたっては、審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにそ

れらの算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかを主眼に、香

芝市監査委員監査基準に準拠し、会計帳票並びに関係書類等の照合及び前年度との対

比、必要に応じて関係職員から説明を聴取して審査を実施した。 
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第４．審査の結果 

    審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる

事項を記載した書類は、いずれも地方公共団体の健全化に関する関係法令に基づき適

正に作成されており、その計数は正確であると認められた。 

    審査の概要及び意見は、次のとおりである｡（表中及び文中においては、各項目で四

捨五入しているため、合計値と一致しない場合あり。） 
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１．標準財政規模等の推移 

標準財政規模の前年度比較は、次表のとおりである。 

標準財政規模の前年度比較 （単位：千円・％）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 増減額 増減率

(Ｂ) (A) (A)-(B)
(A)-(B)/

(B)*100

16,809,386 16,460,224 16,758,000 297,776 1.81

標準税収入額等 10,854,429 11,326,389 11,580,962 254,573 2.25

普通交付税額 4,663,038 4,767,001 5,009,256 242,255 5.08

臨時財政対策債発行可能額 1,291,919 366,834 167,782 △ 199,052 △ 54.26

区分　＼　年度

 標準財政規模

内
訳

 
 

標準財政規模に関係する額の推移は、次表のとおりである。 

標準財政規模に関係する額の推移 (単位：百万円)

区分＼年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

基準財政需要額(振替後)① 11,669 11,875 12,517 13,164 13,656 14,094

基準財政収入額② 8,315 8,330 8,722 8,516 8,889 9,092

財源不足額③=①-② 3,355 3,545 3,795 4,648 4,767 5,002

普通交付税④ 3,355 3,524 3,788 4,663 4,767 5,009

標準税収入額等⑤ 10,687 10,701 11,160 10,854 11,326 11,581

留保財源⑥=⑤-② 2,372 2,371 2,438 2,338 2,437 2,489

臨時財政対策債発行可能額⑦ 994 867 904 1,292 367 168

標準財政規模④+⑤+⑦ 15,036 15,092 15,852 16,809 16,460 16,758  

基準財政需要額及び基準財政収入額の推移は、次表のとおりである。 

基準財政需要額及び基準財政収入額の推移 （単位：百万円）

年度＼区分 基準財政需要額 基準財政収入額
財政力指数
(3ヵ年平均)

財源不足額
普通交付税

(A)
標準財政規模

(B)

(A)/(B)
×１００

26年度 11,025 7,396 0.66 3,629 3,629 14,480 25.1

27年度 11,382 7,651 0.67 3,731 3,735 14,688 25.4

28年度 11,543 8,022 0.68 3,521 3,501 14,725 23.8

29年度 11,574 8,031 0.69 3,543 3,534 14,811 23.9

30年度 11,669 8,315 0.70 3,355 3,355 15,036 22.3

元年度 11,875 8,330 0.70 3,545 3,524 15,092 23.4

２年度 12,517 8,722 0.70 3,795 3,788 15,852 23.9

３年度 13,164 8,516 0.68 4,648 4,663 16,809 27.7

４年度 13,656 8,889 0.67 4,767 4,767 16,460 29.0

５年度 14,094 9,092 0.65 5,002 5,009 16,758 29.9  

なお、標準財政規模・臨時財政対策債発行可能額等の概要図は、次表のとおりであ

る。 
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法定普通税

税交付金

地方特例交付金

地方消費税交付金引上げ分

市民税・税源移譲相当額

振替

⇒

特別需要

標
準
財
政
規
模

(
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政
対
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発
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可
能
額
含
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本
来
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財
政
需
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(

各
行
政
項
目
の
測
定
単
位
×
補
正
計
数
×
単
位
費
用
の
合
計
額

)

留
保
財
源

基
準
財
政
収
入
額

臨時財政対策
債発行可能額

標
準
税
収
入
額
等

特別交付税 地方交付税

収入見込額

可能額の範囲
内で臨時財政
対策債の発行

(後年度交付税措置)

25％

標
準
的
な
地
方
税
収
入
見
込
額

75%

100%

標準財政規模・臨時財政対策債発行可能額等の概要図

地方譲与税

交通安全対策特別交付金

普通交付税 地方交付税

財
源

不
足

額

(

振

替
後

)

地方債

その他諸収入等

特
定
財
源

分担金・負担金

使用料・手数料

国庫支出金・県支出金

基準財政
需要額
(振替後)

財
源
不
足
額

(

振
替
前

)
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（ⅰ）標準財政規模＝普通交付税＋臨時財政対策債発行可能額＋標準税収入額等 

地方交付税の総額は、所得税・法人税の３３．１％(平成２７年度から)、酒税の５０％

(平成２７年度から)、消費税の２２.３％(平成２６年度から)、地方法人税の全額（平成

２６年度から）とされている（地方交付税法第６条）。 

また、地方交付税の種類は、普通交付税（交付税総額の９４％）及び特別交付税（交付

税総額の６％）とされている（地方交付税法第６条の２）。 

交付税総額が不足する場合、平成１２年度までは交付税及び譲与税配付金特別会計で

借り入れて総額が確保されたが、平成１３年度の地方財政対策の見直しで、国と地方の責

任の明確化や国、地方を通ずる財政の透明化を図るため、不足額を国と地方で折半し、地

方分について各団体で地方債を発行して補てんすることとされた。この地方債が「臨時財

政対策債」で、地方財政法第５条の特例となる地方債である。平成１３年度からは、毎年

度、交付税総額の不足額について臨時財政対策債により対応しており、臨時財政対策債へ

の振替額を控除した額を基準財政需要額（振替後）として、普通交付税の額が算定されて

いる。また、平成１６年度から標準財政規模に算入されることとなった。 

臨時財政対策債の元利償還金相当額は、その全額が後年度地方交付税の基準財政需要

額に算入されることとされている。元利償還金相当額の基準財政需要額への算入額と実

際の元利償還金償還額が大きく乖離しないよう留意しつつ、借入・償還を行う必要がある。 

（ⅱ）標準税収入額等 ＝（基準財政収入額 － 市民税・税源移譲相当額の２５％ －地方

譲与税 － 交通安全対策特別交付金－地方消費税交付金引上げ分の２５％）× １００

／７５ ＋ 地方譲与税 ＋ 交通安全対策特別交付金 

（ⅲ）普通交付税の算定方法 

交付基準額 ＝ 基準財政需要額（振替後） － 基準財政収入額 

交付決定額 ＝ 交付基準額 － 交付調整額 

交付調整額 ＝ 交付税総額と交付基準総額の差額を均等に割り落とした額。 

普通交付税・特別交付税・臨時財政対策債発行額の推移は、次表のとおりである。 

普通交付税・特別交付税・臨時財政対策債

発行額の推移 (単位：百万円)

年度＼区分 普通交付税 特別交付税
臨時財政対策債

発行額

26年度 3,629 576 1,250

27年度 3,735 587 1,148

28年度 3,501 590 890

29年度 3,534 592 962

30年度 3,355 601 994

元年度 3,524 609 867

２年度 3,788 596 904

３年度 4,663 626 938

４年度 4,767 659 367

５年度 5,009 680 168  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

普通交付税・特別交付税・臨時財政対策債発行額の推移

普通交付税 特別交付税 臨時財政対策債発行額

百万円
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また、標準財政規模・基準財政需要額及び基準財政収入額・財政力指数（３カ年平

均）の推移は、次表のとおりである。 

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

標準財政規模・基準財政需要額及び収入額・財政力指数の推移

標準財政規模

(B)

基準財政需要額 基準財政収入額 財政力指数

(3ヵ年平均)

百万円

 

 

２．実質赤字比率 

本年度の一般財源の標準規模を示す標準財政規模は、１６，４６０，２２４千円で

あり、一般会計等の実質赤字（収支）額を標準財政規模で除した実質赤字比率は次表

のとおりである。 

 

Ｒ５標準財政規模 16,758 ,000 千円

(単位:千円)

歳入総額 歳出総額 差引額 繰越財源額 実質収支額･E

Ａ Ｂ Ｃ=Ａ-Ｂ Ｄ Ｅ=Ｃ-Ｄ

一般会計 29,241,551 28,495,704 745,847 167,946 577,901

土地取得特別会計 87,593 87,593 0 0 0

合計 29,329,144 28,583,297 745,847 167,946 577,901 ※1

÷ ×１００　＝ △ 3.44 ％　

△ 577 ,901 千円 16,758 ,000 千円

一般会計等

実質赤字比率  ＝
一般会計等の
実質（収支）
赤字額※1

標準財政規模

 

   注） 比率が赤字（マイナス表記）であることは、実質黒字であることを示す。 
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一般会計等に係る実質収支額の前年度比較は次表のとおりである。 

一般会計等に係る実質収支額の前年度比較 （単位：千円・％）

歳入総額 歳出総額
翌年度に繰り

越すべき財源 実質収支額 標準財政規模 実質赤字比率

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ）
（Ｄ）＝

（Ａ）－（Ｂ）－（Ｃ） （Ｅ）
（Ｄ）／（Ｅ）

×１００

一般会計 30,765,195 29,831,972 176,454 756,770

３年度 土地取得特別会計 125,463 44,252 0 81,211

介護保険特別会計 0 0 0 0

計 30,890,658 29,876,224 176,454 837,981

一般会計 28,714,863 27,972,127 153,546 589,191

４年度 土地取得特別会計 87,607 6,396 0 81,211

介護保険特別会計 0 0 0 0

(B) 計 28,802,470 27,978,523 153,546 670,402

一般会計 29,241,551 28,495,704 167,946 577,901

５年度 土地取得特別会計 87,593 87,593 0 0

介護保険特別会計 0 0 0 0

(A) 計 29,329,144 28,583,297 167,946 577,901

一般会計 526,688 523,577 14,400 △ 11,290

増減額 土地取得特別会計 △ 14 81,197 0 △ 81,211

介護保険特別会計 0 0 0 0

(A)-(B) 計 526,674 604,774 14,400 △ 92,501

一般会計 2 2 9 △ 2

増減率 土地取得特別会計 △ 0 1,269 0 △ 100

介護保険特別会計 0 0 0 0
(A)/(B)*100

-100 計 2 2 9 △ 14

※黒字額はマイナス数値として算定

16,758,000 △ 3.44

297,776

1.81

年度 区分

△ 4.98

16,460,224 △ 4.07

16,809,386

 
   本年度の実質赤字比率は、０．６３ポイント下降し、△３．４４％となり、前年度

に引き続き黒字団体となっている。 
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３．連結実質赤字比率 

全ての会計を対象とした実質赤字または資金不足額を標準財政規模で除した連結

実質赤字比率は次表のとおりである。 

(単位:千円)

歳入総額 歳出総額 差引額 繰越財源額 実質収支額･E

Ａ Ｂ Ｃ=Ａ-Ｂ Ｄ Ｅ=Ｃ-Ｄ

国民健康保険特別会計 7,069,567 6,999,112 70,455 0 70,455

後期高齢者医療特別会計 1,264,978 1,257,462 7,516 0 7,516

介護保険特別会計 5,543,342 5,432,502 110,840 0 110,840

合計 13,877,887 13,689,076 188,811 0 188,811 ※2

流動資産 流動負債 控除企業債等 資金剰余額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ=Ａ-（Ｂ-Ｃ）

水道事業会計 2,457,684 299,321 12,409 2,170,771

流動資産 流動負債 控除企業債等 資金剰余額

Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ=Ｅ-（Ｆ-Ｇ）

下水道事業会計 1,113,556 1,230,274 872,340 755,622

公営企業会計資金剰余額合計 Ｉ=Ｄ+Ｈ 2,926,393 ※3

÷ ×１００　＝ △ 22 .03 ％

△ 3 ,693 ,108 千円 16,758 ,000 千円

連結実質
赤字額

※1+※2+※3
標準財政規模

一般等以外の特別会計等
（公営企業系除く）

公営企業会計
(法適用企業)

公営企業会計
(法適用企業)

連結実質赤字比率  ＝

 

注）比率が赤字（マイナス表記）であることは、実質黒字であることを示す。 

 

一般会計・特別会計・公営企業会計の実質収支額及び資金剰余額の前年度比較は次

表のとおりである。 

特別会計・公営企業会計の実質収支額又は資金剰余額の前年度比較 （単位：千円・％）

令和３年度 令和４年度 令和5年度 増減額 増減率

(B) (A) (A)-(B)
(A)-(B)/

(B)*100

一般会計 756,770 589,190 577,901 △ 11,289 △ 1.92

土地取得特別会計 81,211 81,211 1 △ 81,210 △ 100.00

国民健康保険特別会計 47,508 8,120 70,455 62,335 767.67

後期高齢者医療特別会計 4,796 6,737 7,516 779 11.56

介護保険特別会計 77,313 40,063 110,840 70,777 176.66

水道事業会計 2,111,805 2,636,288 2,170,771 △ 465,517 △ 17.66

下水道事業会計 686,461 740,156 755,622 15,466 2.09

合計 （Ａ） 3,765,864 4,101,766 3,693,106 △ 408,660 △ 9.96

標準財政規模 （Ｂ） 16,809,385 16,460,224 16,758,000 297,776 1.81

連結実質赤字比率　（Ａ）／（Ｂ）×100 △ 22.40 △ 24.91 △ 22.03

※黒字額はマイナス数値として算定

区分　＼　年度

実
質
収
支
額

資

金

剰

余

額
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本年度の連結実質赤字比率は、２．８８ポイント下降し、△２２．０３％となり、

前年度に引き続き、黒字となっている。 

実質赤字比率及び連結実質赤字比率の推移は次表のとおりである。 
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公営企業会計資金剰余額 実質赤字比率(黒字はマイナス)

連結実質赤字比率(黒字はマイナス)

百万円 ％

 

 

 

 

 

 

 

実質赤字比率・連結実質赤字比率　令和元年度～令和５年度　推移 (単位：百万円・％)

項目 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

一般会計等会計実質収支額 313 946 838 670 578

実質赤字比率(黒字はマイナス) △ 2.07 △ 5.97 △ 4.98 △ 4.07 △ 3.44

特別会計実質収支額 206 229 130 55 189

公営企業会計資金剰余額 3,111 3,288 2,798 3,376 2,926

連結実質収支額・資金剰余(不足)額 3,631 4,464 3,766 4,102 3,693

連結実質赤字比率(黒字はマイナス) △ 24.05 △ 28.15 △ 22.40 △ 24.91 △ 22.03
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４．実質公債費比率 

   地方債に係る元利償還金(Ａ)と準元利償還金(Ｂ)から特定財源(Ｃ)及び元利償還

金等に係る基準財政需要額算入額(Ｄ)を減じた額を、標準財政規模(Ｅ)から元利償

還金等に係る基準財政需要額算入額(Ｄ)を減じた額で除したものの３か年平均が実

質公債費比率であり、式で表すと（（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ））÷（Ｅ－Ｄ）となる。 

それらの計数は次表のとおりである。 

 (単位:千円・％)

① ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

元利償還金の額

公営企業に要す

る経費の財源と

する地方債の償
還の財源に充て

たと認められる
繰入金

一部事務組合等
の起こした地方

債に充てたと認

められる補助金
又は負担金

公債費に準ずる

債務負担行為に

係るもの

一時借入金の利
子

特定財源の額

事業費補正によ

り基準財政需要
額に算入された

公債費

令和３年度 3,116,683 308,231 78,117 0 188 8,204 438,919

令和４年度 3,088,897 308,974 89,200 0 0 8,627 438,699

令和５年度 2,933,831 305,683 117,335 0 0 10,561 386,861

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

災害復旧費等に

係る基準財政需

要額

密度補正により
基準財政需要額

に算入された元

利償還金及び準
元利償還金

標準税収入額等 普通交付税額
臨時財政対策債
発行可能額

令和３年度 1,380,286 1,995 10,854,429 4,663,038 1,291,919

令和４年度 1,352,409 1,986 11,326,389 4,767,001 366,834

令和５年度 1,336,624 1,126 11,580,962 5,009,256 167,782

（参考）

五省協定等によ
り利便施設･公共

施設を買い取る
ために行った債

務負担行為に係

るもの

その他これらに

準ずると認めら
れるもの（省令第

７条第８号）

利子補給に係る
もの（政令第12

条第４号）
年度＼区分

分子
（①＋④～⑦）
－（⑧＋⑨～
⑪）

分母
（⑫～⑭）　－
（⑨～⑪）

令和３年度 0 0 0 令和３年度 1,673,815 14,988,186

令和４年度 0 0 0 令和４年度 1,685,350 14,667,130

令和５年度 0 0 0 令和５年度 1,621,677 15,033,389

令和３年度 11.16756

令和４年度 11.49066

令和５年度 10.78717

実質公債費

比率
（単年度）

実質公債費

比率
（３カ年平均）

11.1

実質公債費比率の状況

年度＼区分

年度＼区分

年度＼区分

⑥の内訳

年度＼区分

 

注）元利償還金(Ａ) ：① 準元利償還金(Ｂ) ：④～⑦ 特定財源(Ｃ) ：⑧ 元利償

還金等に係る基準財政需要額算入額(Ｄ)：⑨～⑪ 標準財政規模(Ｅ)：⑫～⑭ 
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実質公債費比率の前年度比較は次表のとおりである。 

実質公債費比率の前年度比較 （単位：千円・％）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 増減額 増減率

(B) (A) (A)-(B)
(A)-(B)/

(B)*100

元利償還金の額 ① 3,116,683 3,088,897 2,933,831 △ 155,066 △ 5.02

準元利償還金の額 ② 386,536 398,174 423,018 24,844 6.24

308,231 308,974 305,683 △ 3,291 △ 1.07

78,117 89,200 117,335 28,135 31.54

0 0 0 0 -

188 0 0 0 -

特定財源の額 ③ 8,204 8,627 10,561 1,934 22.42

④ 1,821,200 1,793,094 1,724,611 △ 68,483 △ 3.82

1,673,815 1,685,350 1,621,677 △ 63,673 △ 3.78

標準財政規模 ⑤ 16,809,386 16,460,224 16,758,000 297,776 1.81

14,988,186 14,667,130 15,033,389 366,259 2.50

11.16756 11.49066 10.78717

分母
（Ｂ）＝⑤－④

実質公債費比率（単年度）（Ａ）／（Ｂ）×100

区分　＼　年度

分子

公営企業に要する経費の財源とする地方債

の償還の財源に充てた認められる繰入金

一部事務組合等の起こした地方債に充てた

と認められる補助金又は負担金

公債費に準ずる債務負担行為に係るもの

一時借入金の利子

事業費補正により基準財政需要額に算入さ

れた公債費(準元利償還金を含む)・その他

（Ａ）＝（①＋②）－（③＋④）

 
 

※ 元利償還金

・一般会計等における地方債の元金と利子の償還に係る経費

※ 準元利償還金

・地方債の元利償還金に準ずるとみなされる経費

・公営企業債の償還の財源に充てた認められる特別会計への繰入金

・一部事務組合等の起こした地方債の償還の財源に充てたと認められる負担金・補助金

・公債費に準ずる債務負担行為に係るもの

・一時借入金の利子

※ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

・地方債の元利償還金やそれに準ずる準元利償還金に係る経費として地方交付税の算定に

  用いられた額である。

※ 公債費に準ずる債務負担行為に係るもの

・いわゆる五省協定等により、(独)都市再生機構(旧都市基盤整備公団などを含む。)が

  整備した利便施設及び公共施設を買い取るために行った債務負担行為に係るものなど  
 

本年度の実質公債比率については、３ヶ年平均で０．５ポイント減少し、１１．１％

となっている。同比率の全国平均は、５．５％（令和４年度）であり、改善はされて

きているものの、全国平均と比較すると高い数値であることから、今後も注意が必要

である。 
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また、実質公債費比率の推移は次表のとおりである。 

実質公債費比率の推移 （単位：％）

（単年度）

平成３０年度 14.70936 16.9 ２８～３０年度平均

令和元年度 13.54601 15.2 ２９～元年度平均

令和２年度 12.35396 13.5 ３０～２年度平均

令和３年度 11.16756 12.3 元～３年度平均

令和４年度 11.49066 11.6 ２～４年度平均

令和5年度 10.78717 11.1 ３～５年度平均

年度＼区分
実質公債費比率

（３ヵ年平均）

 

 

実質公債費比率を算出する分母及び分子の推移は次表のとおりである。  

実質公債費比率の推移 (単位：％)

区分＼年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

実質公債費比率(単年度) 13.5 12.3 11.1 11.4 10.7

実質公債費比率(3ヵ年平均) 15.2 13.5 12.3 11.6 11.1  
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５．将来負担比率 

   一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率が将来負

担比率であり、具体的には将来負担額から充当可能財源を減じた額を、標準財政規模

から算入公債費等の額を減じた額で除した比率である。 

   それらの計数は、次表のとおりである。 

将来負担額

地方道路公社 土地開発公社 第三セクター等

26,427,012 0 5,451,122 6,659,888 2,955,483 0 0 0 0 0 0

充当可能財源等

うち都市計画税

10,105,421 14,547 0 23,625,449

－

－

将　来　負　担　比　率　の　状　況

（単位：千円）

地方債の

現在高

債務負担行

為に基づく

支出予定額

公営企業
債等繰入
見込額

組   合
負担等
見込額

退職手当

負担見込額

設立法人の
負債額等

負担見込額

連結実質

赤字額

組合連結実質

赤字額負担見

込額

充当可能
基金

充当可能
特定歳入

基準財政
需要額

算入見込額

将来負担額　A 充当可能財源等　Ｂ Ａ　－　Ｂ

将来負担比率（％）

標準財政規模　Ｃ 算入公債費等の額　Ｄ Ｃ　－　Ｄ
51.5

16,758,000 1,724,611 15,033,389

41,493,505 33,745,417 7,748,088

＝

 

   将来負担比率の前年度比較は次表のとおりである。 

将来負担比率の前年度比較 （単位：千円・％）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 増減額 増減率

(B) (A) (A)-(B) (A)-(B)/(B)*100

将来負担額 ① 39,284,822 40,057,586 41,493,505 1,435,919 3.58

充当可能財源等 ② 31,450,034 32,531,089 33,745,417 1,214,328 3.73

7,834,788 7,526,497 7,748,088 221,591 2.94

標準財政規模 ③ 16,809,386 16,460,224 16,758,000 297,776 1.81

①に係る基準財政需要額算入額 ④ 1,821,200 1,793,094 1,724,611 △ 68,483 △ 3.82

14,988,186 14,667,130 15,033,389 366,259 2.50

52.2 51.3 51.5将来負担比率　（Ａ）／（Ｂ）×100

区分　＼　年度

分子

（Ａ）＝①－②

分母

（Ｂ）＝③－④

 
 

本年度の将来負担比率については、０．２ポイント上昇し、５１．５％となってい

る。同比率の全国平均は、８．８％（令和４年度）であり、全国平均と比較すると高

い数値であることから、今後も注意が必要である。 
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   また、将来負担額内訳の前年度比較は次表のとおりである。 

将来負担額内訳の前年度比較 （単位：千円・％）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 増減額 増減率

(Ｂ) (A) (A)-(B)
(A)-(B)/

(B)*100

地方債の現在高 29,034,710 27,720,869 26,427,012 △ 1,293,857 △ 4.67

債務負担行為に基づく支出予定額 0 0 0 0 -

公営企業債等繰入見込額 5,459,724 5,599,102 5,451,122 △ 147,980 △ 2.64

組合負担等見込額 1,761,849 3,747,259 6,659,888 2,912,629 77.73

退職手当負担見込額 3,028,539 2,990,356 2,955,483 △ 34,873 △ 1.17

設立法人の負債額等負担見込額 0 0 0 0 -

  土地開発公社 0 0 0 0 -

  第三セクター等 0 0 0 0 -

連結実質赤字額 0 0 0 0 -

組合連結実質赤字額負担見込額 0 0 0 0 -

39,284,822 40,057,586 41,493,505 1,435,919 3.58

区分　＼　年度

内
訳

将来負担額合計  

※ 債務負担行為に基づく支出予定額

・土地開発公社に依頼した土地の買い戻しに係るもの

　（土地開発公社の解散により平成２４年度で解消）

・いわゆる五省協定に係るものなど

※ 退職手当負担見込額

・当該団体の職員の全員が当年度末において自己都合により退職するものと

仮定した場合に支給すべき退職手当額のうち、一般会計等において実質的に

負担することが見込まれる額である。

※ 設立法人の負債額等負担見込額

・土地開発公社の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額

　（土地開発公社の解散により平成２４年度で解消）  

また、充当可能財源等の前年度比較は次表のとおりである。 

充当可能財源等の前年度比較 （単位：千円・％）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 増減額 増減率

(B) (A) (A)-(B) (A)-(B)/(B)*100

充当可能基金 8,537,594 9,548,308 10,105,421 557,113 5.83

充当可能特定歳入 18,482 17,015 14,547 △ 2,468 △ 14.50

基準財政需要額算入見込額 22,893,958 22,965,766 23,625,449 659,683 2.87

充当可能財源等合計 31,450,034 32,531,089 33,745,417 1,214,328 3.73

区分　＼　年度

 

※　基準財政需要額算入見込額

　　 ・地方債の現在高及び公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出予定額等に対して

     その償還に要する経費として普通交付税の算定の際に基準財政需要額に算入される

     ことが将来見込まれる額である。  
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将来負担比率の推移は次表のとおりである。 

将来負担比率　令和元年度～令和５年度　推移 (単位：百万円・％)

区分＼年度 元年度 2年度 3年度 ４年度 ５年度

将来負担比率 86.5 68.3 52.2 51.3 51.5

将来負担額合計 40,194 39,280 39,285 40,058 41,494  
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将来負担額の内訳別の推移は次表のとおりである。 

将来負担額の内訳別の推移 (単位：百万円)

区分＼年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

地方債の現在高 30,822 30,065 29,035 27,721 26,427

債務負担行為に基づく支出予定額 0 0 0 0 0

公営企業債等繰入見込額 6,026 5,445 5,460 5,599 5,451

組合負担等見込額 473 912 1,762 3,747 6,660

退職手当負担見込額 2,872 2,857 3,029 2,990 2,955

設立法人の負債額等負担見込額 0 0 0 0 0

将来負担額合計 40,193 39,280 39,285 40,058 41,494  
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１２８ 

香芝市における実質公債費比率及び将来負担比率の推移は次表のとおりである。 

実質公債費比率及び将来負担比率の推移 (単位：％)

年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

将来負担比率 86.5 68.3 52.2 51.3 51.5

実質公債費比率　(３ヶ年平均) 15.2 13.5 12.3 11.6 11.1  
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％％ 実質公債費率及び将来負担比率の推移

将来負担比率 実質公債費比率 (３ヶ年平均)
 

 

６．資金不足比率 

資金不足額を事業規模で除した令和４年度の資金不足比率は、次表のとおりである。 

（１）地方公営企業法適用 

資金不足額及び資金不足比率はいずれも「マイナス」となっている。 

   なお、資金不足比率を算定する場合の資金不足額の算出式は、「流動負債」＋「建

設改良費以外の企業債」－「流動資産」であるが、平成２６年度からの会計基準見直

しにより、流動負債が増加するため、算出については、以下の措置がとられている。 

① 算入対象からの除外措置 

翌年度償還の企業債・他会計からの借入金(建設改良)等 

② 算入猶予の経過措置(３年間) 

翌年度支払のファイナンス・リース債務 

負債性引当金のうち、通常 1 年以内に使用される見込のもの(賞与引当金) 

評価性引当金(貸倒引当金)のうち、流動資産が減耗するもの 

香芝市公営企業会計では、①の除外措置を適用し、資金不足額及び資金不 

足比率を算定している。なお、②の猶予措置については、３年間の経過措置が終了 

しています。また、事業規模の算出式は、「営業収益」－「受託工事収益」である。 

水道事業会計の計数は次表のとおりである。 

(単位:千円・％)

流動負債 控除企業債等 流動資産 資金不足額 営業収益
受託工事

収益
事業規模

資金不足
比率

A B C Ｄ=（Ａ-Ｂ）-Ｃ E F G=E-F D/G*100

水道事業会計 286,913 0 2,457,684 △ 2,170,771 1,603,972 107 1,603,865 △ 135 .3

下水道事業会計 334,842 0 1,090,464 △ 755,622 722,236 0 722,236 △ 104 .6

地方公営企業法適用（令和５年度）

会計　＼　区分

 

注）比率が赤字（マイナス表記）であるのは、資金が不足していないことを示す。 



１２９ 

７．むすび 

各比率の状況をみると、実質赤字比率については、５７７，９０１千円の実質黒字と

なり、赤字を生じていないため、比率は算定されない。 

連結実質赤字比率についても、３，６９３，１０８千円の連結実質黒字となり、赤字

を生じていないため、比率は算定されない。  

また、資金不足比率は、水道事業、下水道事業のいずれにおいても、資金が不足して

いないことを示すマイナス指数となっている。 

実質公債費比率（３ヶ年平均）については、前年度と比較して０．５ポイント改善し

て、１１．１％となり、早期健全化基準である２５％を下回っている。単年度の比率に

ついても、前年度より０．７ポイント改善し１０．７％となっている。また、将来負担

比率については、前年度と比較して０．２ポイント上昇して、５１．５％となった。 

以上のように、審査に付された指標は、非該当又は早期健全化基準、経営健全化基準

を下回る結果となっている。 

しかしながら実質公債比率、将来負担比率とも、全国平均よりも比率が高い奈良県平

均より高い比率で推移していることから、市債の発行には確固とした計画により、慎重

かつ堅実な方針により取り組んでいただくことにより、将来的に安定した財政基盤の

もと本市が発展することを望むものである。 
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第５．審査参考資料 

１．財政健全化判断比率の各金額及び比率等の推移 

実質赤字比率・連結実質赤字比率の各金額及び比率等の推移は次表のとおりである。 

実質赤字比率・連結実質赤字比率　令和元年度～令和５年度　推移 (単位：千円・％)

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

一般会計等

一般会計

歳入総額 24,703,328 35,579,879 30,765,195 28,714,863 29,241,551

歳出総額 24,434,725 34,571,643 29,831,972 27,972,127 28,495,704

差引額 268,603 1,008,236 933,223 742,736 745,847

繰越財源額 36,436 143,031 176,454 153,546 167,946

実質収支額 232,167 865,204 756,770 589,190 577,901

土地取得特別会計

歳入総額 614,769 314,297 125,463 87,607 87,593

歳出総額 533,447 233,023 44,252 6,396 87,593

差引額 81,322 81,274 81,211 81,211 0

繰越財源額 0 0 0 0 0

実質収支額 81,322 81,274 81,211 81,211 0

介護保険特別会計

歳入総額 0 0 0 0 0

歳出総額 0 0 0 0 0

差引額 0 0 0 0 0

繰越財源額 0 0 0 0 0

実質収支額 0 0 0 0 0

313,489 946,478 837,981 670,402 577,902

15,092,282 15,852,370 16,809,386 16,460,224 16,758,000

△ 2.07 △ 5.97 △ 4.98 △ 4.07 △ 3.44

特別会計

国民健康保険特別会計

歳入総額 6,795,250 6,957,839 7,290,518 7,110,805 7,069,567

歳出総額 6,693,061 6,839,299 7,243,010 7,102,685 6,999,112

差引額 102,189 118,540 47,508 8,120 70,455

繰越財源額 0 0 0 0 0

実質収支額 102,189 118,540 47,508 8,120 70,455

後期高齢者医療特別会計

歳入総額 983,366 1,067,702 1,091,674 1,213,512 1,264,978

歳出総額 979,537 1,064,806 1,086,878 1,206,775 1,257,462

差引額 3,829 2,896 4,796 6,737 7,516

繰越財源額 0 0 0 0 0

実質収支額 3,829 2,896 4,796 6,737 7,516

介護保険特別会計

歳入総額 4,505,540 4,662,064 5,012,534 5,062,569 5,543,342

歳出総額 4,405,378 4,554,263 4,935,223 5,022,506 5,432,502

差引額 100,162 107,801 77,313 40,063 110,840

繰越財源額 0 0 0 0 0

実質収支額 100,162 107,801 77,313 40,063 110,840

206,180 229,237 129,617 54,920 188,812

公営企業会計

下水道事業特別会計(平成３０年度から地方公営企業法適用による下水道事業会計)

歳入総額／流動資産 752,220 874,638 908,475 969,525 1,113,556

歳出総額／貸倒引当金（正数）等

差引額／流動負債 1,343,642 1,629,912 1,450,692 1,580,488 1,230,274

繰越財源額／企業債・引当金等 1,134,215 1,394,419 1,228,678 1,351,119 872,340

実質収支額／資金余剰金 542,793 639,145 686,461 740,156 755,622

水道事業会計(地方公営企業法適用)

流動資産 2,928,522 2,935,853 2,640,705 2,882,340 2,457,684

貸倒引当金(正数)等

流動負債 379,698 306,711 547,465 261,944 299,321

企業債・引当金等 19,708 19,747 18,565 15,893 12,409

資金剰余額 2,568,532 2,648,889 2,111,805 2,636,288 2,170,771

3,111,325 3,288,034 2,798,266 3,376,444 2,926,393

3,630,994 4,463,749 3,765,864 4,101,766 3,693,108

15,092,282 15,852,370 16,809,386 16,460,224 16,758,000

△ 24.05 △ 28.15 △ 22.40 △ 24.91 △ 22.03

連結実質収支額・資金剰余(不足)額 ③

標準財政規模 ②

連結実質赤字比率 ③/②×100 (黒字は△)

項目

一般会計等実質収支額合計 ①

標準財政規模 ②

実質赤字比率 ①/②×100 (黒字は△)

特別会計実質収支額合計

公営企業会計実質収支額・資金剰余(不足)額合計

 



１３１ 

実質公債費比率の各金額及び比率等の推移は次表のとおりである。 

(単位：千円・％)

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

元利償還金 3,281,989 3,183,635 3,116,683 3,088,897 2,933,831

準元利償還金 415,451 406,092 386,536 398,174 423,018

減債基金積立不足を考慮して算定した額 0 0 0 0 0

満期一括償還地方債の１年当たりの元金償還金に相当する額(年度割相当額) 0 0 0 0 0

公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認められる繰入金 293,505 307,346 308,231 308,974 305,683

一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる補助金又は負担金 121,152 98,545 78,117 89,200 117,335

①公債費に準ずる債務負担行為に係るもの 0 0 0 0 0

一時借入金の利子 794 201 188 0 0

（Ａ） 3,697,440 3,589,727 3,503,219 3,487,071 3,356,849

①公債費に準ずる債務負担行為に係るもの 0 0 0 0 0

ＰＦＩ事業に係るもの 0 0 0 0 0

いわゆる五省協定等による利便施設・公共施設の買い取りに係るもの 0 0 0 0 0

国営土地改良事業・森林総合研究所等が行う事業に係るもの 0 0 0 0 0

地方公務員等共済組合が建設した職員住宅等の無償譲渡を受けるために支払う賃借料 0 0 0 0 0

社会福祉法人の施設建設のために借り入れた借入金償還の補助 0 0 0 0 0

損失補償又は保証に係る債務の履行に要する経費 0 0 0 0 0

地方公共団体以外の者の債務を引き受けた場合の債務履行に要する経費 0 0 0 0 0

その他これらに準ずると認められるもの 0 0 0 0 0

利子補給に係るもの 0 0 0 0 0

特定財源の額 （Ｂ） 5,279 4,686 8,204 8,627 10,561

標準財政規模 （Ｃ） 15,092,282 15,852,370 16,809,386 16,460,224 16,758,000

標準税収入額等 10,700,843 11,160,337 10,854,429 11,326,389 11,580,962

普通交付税額 3,524,156 3,787,830 4,663,038 4,767,001 5,009,256

臨時財政対策債発行可能額 867,283 904,203 1,291,919 366,834 167,782

元利償還金等に係る基準財政需要額算入額 （Ｄ） 1,905,938 1,855,926 1,821,200 1,793,094 1,724,611

事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費 475,458 441,539 438,919 438,699 386,861

災害復旧費等に係る基準財政需要額 1,428,478 1,412,397 1,380,286 1,352,409 1,336,624

密度補正により基準財政需要額に算入された公債費 2,002 1,990 1,995 1,986 1,126

（Ａ）－

(（Ｂ）＋（Ｄ）)
1,786,223 1,729,115 1,673,815 1,685,350 1,621,677

標準財政規模－元利償還金等に係る基準財政需要額算入額 （Ｃ）－（Ｄ） 13,186,344 13,996,444 14,988,186 14,667,130 15,033,389

実質公債費比率 (単年度) 13 .54601 12 .35396 11 .16756 11 .49066 10 .78717

（Ａ）－（（Ｂ）＋（Ｄ））／（（Ｃ）－（Ｄ））×１００ (３ヵ年平均) 15 .2 12 .3 12 .3 11 .6 11 .1

早期健全化基準 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

区分

合計

(元利償還金＋準元利償還金)－(特定財源＋元利償還金等に

係る

実質公債費比率　令和元年度～令和５年度　推移
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将来負担比率の各金額及び比率等の推移は次表のとおりである。 

(単位：千円・％)

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

将来負担額 合計 （Ｅ） 42,181,862 40,194,079 39,279,600 40,057,586 41,493,505

一般会計等に係る地方債の現在高 31,940,363 30,822,345 30,065,298 27,720,869 26,427,012

①債務負担行為に基づく支出予定額 0 0 0 0 0

②公営企業債等繰入見込額 6,560,085 6,026,340 5,444,827 5,599,102 5,451,122

組合負担等見込額 567,759 473,422 912,485 3,747,259 6,659,888

退職手当負担見込額 3,113,655 2,871,972 2,856,990 2,990,356 2,955,483

③設立法人の負債額等負担見込額(公社・第三セクター) 0 0 0 0 0

連結実質赤字額 0 0 0 0 0

組合等連結実質赤字額負担見込額 0 0 0 0 0

充当可能財源等 合計 （Ｆ） 28,826,050 28,787,679 29,710,811 32,531,089 33,745,417

充当可能基金 5,806,444 6,309,667 7,026,499 9,548,308 10,105,421

充当可能特定歳入 640,071 287,958 61,026 17,015 14,547

    うち都市計画税 0 0 0 0 0

基準財政需要額算入見込額 22,379,535 22,190,054 22,623,286 22,965,766 23,625,449

将来負担額－充当可能財源等 （Ｅ）－（Ｆ） 13,355,812 11,406,400 9,568,789 7,526,497 7,748,088

標準財政規模－元利償還金等に係る基準財政需要額算入額 （Ｃ）－（Ｄ） 13,119,325 13,186,344 13,996,444 14,667,130 15,033,389

将来負担比率 （（Ｅ）－（Ｆ））／（（Ｃ）－（Ｄ））×１００ 101 .8 86 .5 68 .3 51 .3 51 .5

早期健全化基準 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0

①債務負担行為に基づく支出予定額の内訳 0 0 0 0 0

①ＰＦＩ事業に係るもの 0 0 0 0 0

②いわゆる五省協定等に係るもの(真美ヶ丘西小学校建設事業等) 0 0 0 0 0

③国営土地改良事業に係るもの 0 0 0 0 0

④森林総合研究所等が行う事業に係るもの 0 0 0 0 0

⑤地方公務員等共済組合に係るもの 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

⑦社会福祉法人の施設建設費に係るもの 0 0 0 0 0

⑧損失補償・債務保証の履行に係るもの 0 0 0 0 0

⑨引き受けた債務の履行に係るもの 0 0 0 0 0

⑩その他①～⑨に準ずるもの 0 0 0 0 0

②公営企業債等繰入見込額 6,026,340 5,444,827 5,459,724 5,599,102 5,451,122

6,026,340 5,444,827 5,459,724 5,599,102 5,451,122

水道事業会計 0 0 0 0 0

その他の会計 0 0 0 0 0

③設立法人の負債額等負担見込額(公社・第三セクター) 0 0 0 0 0

地方道路公社に係る将来負担額 0 0 0 0 0

土地開発公社に係る将来負担額 0 0 0 0 0

その他第三セクター等に係る将来負担額 0 0 0 0 0

将来負担比率　令和元年度～令和５年度　推移

区分

⑥依頼土地の買い戻しに係るもの

(香芝市土地開発公社が先行取得する公共用地の買戻し)

下水道事業特別会計

（平成３０年度から地方公営企業法適用による下水道事業会計）
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健全化判断比率の奈良県内及び全国市町村との比較推移は次表のとおりである。 

財政健全化判断比率指標の奈良県内及び全国市町村との比較推移 （単位：千円・％）

区分　＼　年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

一般会計等実質収支額合計 313,488 946,479 837,981 670,402 577,902

標準財政規模 15,092,282 15,852,370 16,809,386 16,460,224 16,758,000

実質赤字比率 -2.07 -5.97 -4.98 -4.07 -3.44

連結実質収支額・資金剰余(不足)額 3,630,993 4,463,750 3,765,864 4,101,766 3,693,108

連結実質赤字比率 -24.05 -28.15 -22.40 -24.91 -22.03

元利償還金・準元利償還金 3,697,440 3,589,727 3,503,219 3,487,071 3,356,849

特定財源 5,279 4,686 8,204 8,627 10,561

元利償還金等に係る基準財政需要額算入額 1,905,938 1,855,926 1,821,200 1,793,094 1,724,611

実質公債費比率（単年度） 13.5 12.3 11.1 11.4 10.7

実質公債費比率（３ヵ年平均） 15.2 13.5 12.3 11.6 11.1

奈良県１２市平均
実質公債費比率（３ヵ年平均） 10.1 9.4 8.6 8.0

全国市町村平均
実質公債費比率（３ヵ年平均） 5.8 5.7 5.5 5.5

将来負担額 40,194,079 39,279,600 39,284,822 40,057,586 41,493,505

充当可能基金＋充当可能特定歳入 6,597,625 7,087,525 8,556,076 9,565,323 10,119,968

基準財政需要額算入見込額 22,190,054 22,623,286 22,893,958 22,965,766 23,625,449

将来負担比率 86.5 68.3 52.2 51.3 51.5

奈良県１２市平均
将来負担比率

78.7 65.6 53.7 42.4

奈良県市町村平均
将来負担比率 68.2 56.0 44.7 34.5

全国市町村平均
将来負担比率

27.4 24.9 15.4 8.8

※県内１２市平均及び県内全市町村平均の比率は、令和５年奈良県市町村要覧を参照した。  

  



１３４ 

２．健全化を判断するその他の指標 

（１）財政調整基金比率については、次表のとおりである。 
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元年度 2年度 3年度 ４年度 ５年度

％千円 財政調整基金費率

財政調整基金① 標準財政規模② 財政調整基金比率①／②
 

標準財政規模に対する比率目標を設定し、着実に確保していけるよう注意が必要である。 

 

財政調整基金比率 (単位：千円・％)

区分＼年度 元年度 2年度 3年度 ４年度 ５年度

財政調整基金① 1,455,147 1,584,256 2,043,589 2,419,976 2,726,772

標準財政規模② 15,092,282 15,852,370 16,809,386 16,460,224 16,758,000

財政調整基金比率①／② 9 .64 9 .99 12 .16 14 .70 16 .27


